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所
得
申
告
に
よ
り
国
保
税
が

軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

世
帯
内
の
被
保
険
者
全
員
と
世

帯
主
の
所
得
金
額
の
合
計
が
軽
減

基
準
額
以
下
の
場
合
が
対
象
で

す
。
世
帯
の
被
保
険
者
の
中
に
所

得
状
況
が
不
明
な
方
が
い
る
場
合

は
軽
減
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
の

で
、
所
得
申
告
が
必
要
な
方
は
、

必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

通
知
書
の
内
容
を
必
ず
ご
確
認

く
だ
さ
い

窓
口
で
納
付
さ
れ
る
方
、
口
座

振
替
に
よ
り
納
付
さ
れ
る
方
に

は
、
納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま

す
。す

で
に
年
金
天
引
き
で
納
付
さ

れ
て
い
る
方
に
は
、
決
定
通
知
書

兼
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
を
送
付

し
ま
す
。

特
例
対
象
被
保
険
者
等
の
負
担

軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す

会
社
都
合
な
ど
、
特
定
の
理
由

で
離
職
さ
れ
た
方
は
、
上
表
の
要

件
に
該
当
す
る
場
合
、
保
険
税
が

軽
減
さ
れ
ま
す
の
で
必
ず
届
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
28
年
３
月
31
日
か
ら
平
成

29
年
３
月
30
日
の
間
に
離
職

し
、
届
出
を
し
て
平
成
28
年
度

国
民
健
康
保
険
税
に
こ
の
軽
減

が
適
用
さ
れ
た
方
は
、
29
年
度

分
も
自
動
的
に
軽
減
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

軽
減
措
置
判
定
基
準
額
が
引
き

上
げ
ら
れ
ま
し
た

国
の
法
令
改
正
に
あ
わ
せ
、
軽

減
判
定
所
得
の
基
準
が
下
表
の
と

お
り
引
き
上
げ
ら
れ
、
軽
減
さ
れ

る
世
帯
の
範
囲
が
拡
大
し
ま
し
た
。

納
期
ご
と
に
納
付
す
る
場
合
、

順
番
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
ま
と
め
て
納
付
す
る
場

合
は
、
納
付
す
る
各
期
の
納
付
書

を
す
べ
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

納
付
場
所
や
注
意
事
項
等
の
詳

細
は
、
納
税
通
知
書
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、Ｆ
⒇
１
６
０
０
へ
。

納
付
時
の
注
意
点

国
民
健
康
保
険
税

納
税
通
知
書
・
決
定
通
知
書
を

�

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

皆
さ
ん
が
納
め
た
保
険
税
は
、
保
険
医
療
機
関
な
ど
へ
の
医
療
費
の
支
払
い
に
使
わ
れ
る

国
保
運
営
の
た
め
の
重
要
な
財
源
で
す
。
必
ず
納
期
限
ま
で
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
29
年
度
後
期
高

齢
者
医
療
の
保
険
料

額
を
７
月
中
旬
に
通

知
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
の
方
へ
、
保
険
料
額
の
決
定

通
知
を
送
付
し
ま
す
。

◆
年
金
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方

こ
の
決
定
通
知
に
よ
り
確
定
し

た
保
険
料
額
か
ら
、
仮
徴
収
額
と

し
て
（
４
月
、
６
月
、
８
月
の
年

金
か
ら
）
納
付
し
た
額
を
差
し
引

い
た
残
り
の
保
険
料
額
を
３
回
に

分
け
て
、
10
月
、
12
月
、
翌
年
２

月
の
年
金
か
ら
天
引
き
し
ま
す
。

な
お
、
す
で
に
納
付
し
た
額
が

確
定
し
た
保
険
料
額
を
超
過
し
て

い
る
場
合
、
超
過
分
は
別
途
通
知

の
上
、
還
付
し
ま
す
。

◆
そ
れ
以
外
の
方

保
険
料
額
の
決
定
通
知
書
と
納

入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。
金
融

機
関
な
ど
で
各
納
期
限
ま
で
に
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
を
お
申
し
込
み
の
方

は
、
指
定
の
口
座
、
納
付
方
法
に

よ
り
納
期
限
に
振
替
と
な
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、Ｆ
⒇
１
６
０
０
へ
。

該当要件

①離職日が平成28年３月31日以後であること。
②離職日において、65歳未満であること。
③「特定受給資格者」および「特定理由離職者」（「雇用保
　険受給資格者証」の離職理由コードが次のいずれか
　の番号）であること。
　【 1 1 . 1 2 . 2 1 . 2 2 . 2 3 . 3 1 . 3 2 . 3 3 . 3 4 】

算出方法 対象者の前年所得のうち、給与所得を30/100として算定
届出に必
要なもの 雇用保険受給資格者証（原本）

届出場所 国保年金課（２階 ②番窓口）および本納支所

平成28年度 平成29年度

５割軽減
33万円＋26.5万円×

（被保険者＋特定同一
世帯所属者数）

33万円＋27万円×
（被保険者＋特定同一
世帯所属者数）

２割軽減
33万円＋48万円×

（被保険者＋特定同一
世帯所属者数）

33万円＋49万円×
（被保険者＋特定同一
世帯所属者数）

※特定同一世帯所属者とは：国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方
　で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方


